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知事提案説明要旨 

 

Ⅰ はじめに 

ハイサイ、グスーヨー、チューウガナビラ。 

令和８年第１回沖縄県議会の開会に当たり、議員各位の御健勝を心から

お喜び申し上げますとともに、日々の御精励に対し深く敬意を表します。 

令和８年度当初予算案などの重要な議案の審議に先立ち、まず、県政運

営に当たっての私の所信の一端を申し述べ、議員各位及び県民の皆様の御

理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 

第１に、県政運営に取り組む決意について申し上げます。 

私は、県知事に就任して以降、祖先（ウヤファーフジ）への敬い、自然

への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを大切にするとともに、

「自立」「共生」「多様性」の理念の下、包摂性と寛容性に基づき、様々

な施策を推進してまいりました。 

「時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら

島』おきなわ」の創造を基本理念とする「沖縄２１世紀ビジョン」の実現

を図り、本県の自立的発展と県民一人ひとりが豊かさを実感できる社会の

実現に向けて取り組むとともに、公約の３つの大項目、「県経済と県民生

活の再生」「子ども・若者・女性支援施策のさらなる充実」「辺野古新基

地建設反対・米軍基地問題」を中心とする各種施策の実現を図ってまいり

ました。 

 

知事就任２期目においては、令和７年３月に「沖縄県こども・若者計画」

を策定したほか、貧困対策費の増額による対策の強化、こども施策に関す

る総合調整機能の強化、学校給食の無償化に向けた取組などを進めてまい
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りました。 

また、令和５年３月の「沖縄県差別のない社会づくり条例」の制定や、

アジア・太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた地域外交の推進、戦後

80 周年平和祈念事業の実施、「防災危機管理センター棟（仮称）」の整備

に向けた取組、本島周辺離島の水道広域化の拡大、首里城復元に向けた取

組、持続可能な観光地として発展していくことを目指した令和７年９月の

「沖縄県宿泊税条例」の制定など、様々な取組を進めてまいりました。 

 

令和８年度の県政運営に当たりましても、「誰一人取り残さない沖縄ら

しい社会」の実現に向けて、県政の最重要課題であるこどもの貧困解消に

向けた取組を含めた総合的なこども施策に取り組むとともに、誰もが安心

して子育てができる環境づくりや、すべての高齢者、障害のある人が安心

して生き生きと暮らすことができる地域づくりなど、あらゆる世代への総

合的な支援について、引き続き、全庁体制で取り組んでまいります。 

 

ここ数年の物価高などにより、県民生活は厳しい状況にあり、足元の物

価高に対応するため、生活困窮者や子育て世帯等に対する負担軽減、適切

な価格転嫁や賃上げに向けた事業者支援に加え、教育、福祉、医療、交通、

農林水産業など様々な分野に対する支援に取り組んでまいりました。引き

続き、県民生活・県経済への影響の緩和を図りつつ、県経済の拡大を確か

なものとし、更なる成長につなげるよう取り組んでまいります。 

 

世界から選ばれる持続可能な観光地の形成に向けた取組により、近年、

観光収入が過去最高を更新し続けており、令和７年の入域観光客数も過去

最多となるなど好調に推移しているところです。引き続き、好調な国内観

光需要の継続的な確保、アジア市場はもとより、欧米豪等の海外からの戦
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略的な誘客及び受入体制の強化に取り組んでまいります。 

また、生成ＡＩ等によるＤＸの推進やスタートアップの育成等を通じた

イノベーションを促進するとともに、国内外への市場開拓による外需の獲

得と域内経済循環の活性化を両輪として進め、「稼ぐ力」の強化に向けた

施策を総合的に展開してまいります。 

 

次に、重要性を増している課題に対する取組について申し上げます。 

 

県土の均衡ある持続可能な発展を支える交通基盤の構築により、県民生

活の質の向上、地域経済活性化等を目指してまいります。そのため、慢性

的な中南部都市圏の交通渋滞、公共交通空白地域など県内陸上交通の課題

や、歴史的経緯及び高齢化の進展など社会構造の変化も踏まえ、戦後 100

年の公共交通の将来像を県民と描き、都市交通マスタープラン等と一体的

に構想する「次世代交通ビジョンおきなわ（仮称）」の策定に取り組んで

まいります。 

さらに、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの早期導入や公共交通の

利便性向上に向けて取り組んでまいります。 

 

本県の離島地域は、豊かな自然環境や独自の歴史・文化などの人々を惹

きつける資源を有しているほか、我が国最西端の領海・領空・排他的経済

水域の保全など、国家的利益の確保と増進に重要な役割を果たしておりま

す。 

そのため、離島振興なくして沖縄の振興なしという考えの下、県政の最

重要課題と位置付け、引き続き離島振興に取り組んでまいります。 

特に、小規模離島においては、長年にわたる人口減少等により地域社会

の存続が危ぶまれる深刻な状況について、強い危機感を持っているところ
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であり、小規模離島の方々が安心して暮らし続けることができるよう、離

島町村と連携しながら、地域社会の維持に向けた施策に全力で取り組んで

まいります。 

 

県立病院の経営再建に向けた取組を着実に推進するとともに、離島で働

く医師の養成や代診医派遣等に引き続き取り組むなど、離島・へき地を含

め医療提供体制の確保を図ってまいります。 

 

新たに設置する「沖縄県糖業・農業振興基金（仮称）」を活用し、基幹

作物であるさとうきびの生産をはじめとする糖業及び農業の一体的な振興

を図るほか、老朽化した製糖工場の整備に取り組みます。また、新たな「沖

縄県畜産生産基盤強化支援基金（仮称）」を活用した中長期的な視点での

畜産生産基盤の強化に取り組むなど、本県の特性を最大限に生かした持続

可能な農林水産業の実現を目指してまいります。 

 

昨年 11 月に発生した導水管の破損事故では、県民生活や産業活動へ大

きな影響を及ぼしたところであり、老朽化した水道施設の計画的な更新に

取り組むほか、社会基盤の計画的な整備や補修・更新・耐震補強等のハー

ド対策と併せてソフト対策にも取り組み、大規模災害等に備えた強くしな

やかな県土づくりに取り組んでまいります。 

 

さらに、道路標識や街路樹など、緊急的な改善対策を集中的に実施する

ことで、交通安全の確保及び沿道景観形成の促進を図り、安全・安心な道

路環境の確保に取り組んでまいります。 

 

県民の命と健康に関わる水道水については、引き続きＰＦＯＳ等低減化
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について取り組み、県及び市町村の対策に係る費用について最大限の支援

を国に求めてまいります。また、抜本的な解決に向け、国や米軍による低

減化対策の実施を求めてまいります。 

 

沖縄固有の海洋島しょ圏の特性を活かし、生物多様性に富んだ、世界に

誇れる豊かな自然環境を次世代へ継承するため、自然環境の保護・保全に

取り組むとともに、国立沖縄自然史博物館の設立・誘致の早期実現に向け

て、県全体が一丸となった更なる取組を推進してまいります。 

 

東アジア地域における経済的な結びつきが密接な今日において、平和的

な外交・対話を通じた緊張緩和と信頼醸成がこれまで以上に必要であると

考えております。 

沖縄独自の歴史的・文化的特性等のソフトパワーと国際ネットワークを

最大限に活用することで、対話や交流、国際協力などの平和的な手法で信

頼関係の構築を図り、様々な主体と連携しながら、アジア・太平洋地域の

平和構築や相互発展へより積極的な役割を果たすため、地域外交を推進し

てまいります。 

 

復帰から 50 年以上経た現在もなお、航空機騒音やＰＦＯＳ等の問題、

米軍人等による事件・事故など、沖縄県民は到底受忍できない過重な基地

負担を強いられ続けていることから、引き続き、県民の目に見える形で基

地負担の軽減がなされるよう取り組んでまいります。 

特に、普天間飛行場については、一日も早い危険性の除去及び早期閉鎖

・返還は県民の強い願いであり、その実現を日米両政府に求めるとともに、

辺野古新基地建設の断念と対話による解決を求める姿勢を堅持し、「米軍

普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること」を求めた建白書と、
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「平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書」に込めた平和への願い

を叶えられるよう、引き続き、全身全霊で取り組んでまいります。 

 

令和４年に、いわゆる安全保障関連三文書が閣議決定されて以降、特に

南西諸島における防衛力強化が進められるなか、政府は更なる防衛力強化

のため、当該文書を前倒しで改定するとしております。 

政府は南西諸島への自衛隊の配備を進めておりますが、米軍基地が集中

していることに加え、急激な配備拡張による抑止力の強化がかえって地域

の緊張を高め、不測の事態が生じることを懸念しており、ましてや沖縄が

攻撃目標になることは、決してあってはならないと考えております。 

このため、安保関連三文書改定について国政の場で十分に議論を深める

ことや、本県における自衛隊の配備は在沖米軍基地の整理縮小とあわせて

検討することなどについて、引き続き軍転協等とも連携しながら、政府に

求めてまいります。 

 

令和８年秋は、首里城正殿の完成という復興の大きな節目となることか

ら、首里城正殿完成記念事業を実施し、完成した首里城正殿の姿と復元の

歩みを多くの皆様に御覧いただくとともに、首里城に象徴される歴史・文

化を含めた沖縄の魅力を発信するなど、その価値を次世代へ継承していけ

るよう取り組んでまいります。 

 

私は、誰もが輝き、誰もが尊重され、そして誰もが希望のうちに喜びを

見つけることが当たり前に実現する島、幸福が真に実感できる沖縄を目指

し、誰一人取り残さない、沖縄らしい優しい社会の実現に向けて、職員と

一丸となって、全身全霊で取り組んでまいります。 
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第２に、内閣府予算案及び税制改正について申し上げます。 

 令和８年度内閣府沖縄振興予算案においては、約 2,647 億円が計上さ

れ、沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金が増額されたほ

か、新たに次世代情報通信基盤の実装や先端医療技術基盤の形成促進に係

る事業等が計上されました。 

また、令和７年度補正予算では、防災・減災・国土強靱化の推進など、

291 億円が確保され、令和８年度予算案と合わせると、2,938 億円となり

ました。 

税制改正においては、揮発油税等の暫定税率が廃止されるなか、沖縄独

自の措置は、本県の実情等を踏まえ、本則税率からの軽減措置が講じられ

ました。 

県としては、沖縄振興予算及び税制を積極的に活用し、沖縄の自立的発

展と県民一人ひとりが平和で誇りある豊かさを実感できる社会の実現に向

けて取り組んでまいります。 
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Ⅱ 令和８年度の主な施策について 

 

続いて、沖縄を取り巻く現状認識について申し上げます。 

 

世界の景気は、一部の地域において弱さがみられるものの、緩やかな持

ち直しが続いています。 

我が国の経済は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみら

れるものの、緩やかに回復しております。 

本県経済は、観光需要の増加が続き、個人消費も増加していることから、

拡大基調にありますが、長引く人手不足や、物価高が個人消費に及ぼす影

響に加え、国際情勢が県経済に及ぼす影響に引き続き十分注意する必要が

あります。 

このような状況を踏まえ、県としては、引き続き、国と連携しながら、

人手不足や物価高に対し、家計の負担軽減や事業者への支援等を行い、県

民生活・県経済への影響緩和を図ります。また、少子化対策等により人口

減少のペースを緩和させつつ、持続可能な社会を維持していくための取組

を推進します。 

 

令和８年度は、「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の折り返しを迎

えることから、同計画の後半５年に向けて沖縄振興を更に加速していくこ

とが求められる重要な年となります。 

「沖縄２１世紀ビジョン」に掲げる将来像の実現に向け、引き続き、各

種施策を着実に推進するとともに、これまでの取組の成果や課題等を踏ま

え、市町村、経済団体をはじめとする県内各界各層の意見を伺いながら計

画の見直しを行います。 

ＳＤＧｓについては、令和８年度にＳＤＧｓの目標達成に向けた取組の
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加速化を図ることを目的に、「自発的自治体レビュー（ＶＬＲ）」を国連

へ提出し、国内外へ広く発信してまいります。引き続き、ＳＤＧｓ達成へ

の貢献と地域課題の解決に向けた施策の一層の充実強化を図ります。 

 

次に、令和８年度に取り組んでいく主な施策について、御説明申し上げ

ます。 

 

第１は、「経済分野」に関して―新時代沖縄の到来の視点―であります。 

まず、企業の「稼ぐ力」の強化と産業の振興について申し上げます。 

県民所得の着実な向上を図るためには、企業の稼ぐ力の強化等による持

続的な成長型経済への移行を見据えた取組を進め、成長と分配の好循環を

実現することが重要であり、「おきなわブランド戦略」に基づく、農林水

産・商工・観光分野の連携を促進します。 

また、中小企業の経営革新の支援や、デジタル化の推進、賃上げや生産

性向上等に向けた資金繰り支援等を通じた収益力の向上や経営基盤の強化

を図るとともに、リゾテックおきなわの推進により産業ＤＸを加速させる

ほか、官民連携で開催する国際ＩＴ見本市等を通じて、他産業とのビジネ

ス交流機会を創出します。 

情報通信産業については、商品・サービスの高付加価値化や生成ＡＩの

活用等に向けたＩＴ人材の育成等を促進することにより、生産性の高い産

業構造への転換を図ります。 

テストベッド・アイランドの形成に向けて、観光やヘルスケア、農業な

ど幅広い分野における新技術等の実証実験を支援するとともに、企業間の

連携等によるオープンイノベーションの取組を支援することで、新たなビ

ジネスの創出や地域課題の解決につなげます。 

また、沖縄の強みや「ＮＥＸＴグローバル拠点都市」の優位性を活かし、
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スタートアップ人材の育成、資金調達環境の整備、海外連携の取組強化な

どにより、世界のエコシステムとつながり、相互に発展する「アジア有数

のスタートアップハブ」を目指します。 

イノベーション・エコシステムの構築に向け、県内大学等による先端医

療を含む幅広い分野の産学連携共同研究等への支援や、その研究成果の企

業への技術移転の促進に取り組みます。 

ものづくり産業については、付加価値の高い製品開発、生産性の向上、

受発注の促進に取り組むことで、域内自給率の向上につなげます。泡盛製

造業については、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録された

ことも活かし、業界が行う自立に向けた取組を引き続き支援します。バイ

オ産業分野では、産学官金の連携の下、事業化支援や人材確保に取り組み

ます。工芸産業分野では、販路開拓支援等に加え、首里城正殿の工芸技術

を紹介する催事を県内外で開催します。 

県産品の販路拡大については、高付加価値化や新規市場の開拓に向けた

支援などを通じて、グローバル市場への展開を戦略的に推進します。 

国際物流拠点の形成に向けて、那覇空港の地理的優位性を活用した物流

機能の強化に取り組むとともに、高付加価値製品を製造する企業など戦略

的な臨空・臨港型産業の集積を促進します。 

また、航空機整備施設の拡張に向けた取組を進めるとともに、航空機整

備に付随する関連産業の誘致等により航空関連産業クラスターの形成に取

り組みます。 

 

世界から選ばれる持続可能な観光地の形成について申し上げます。 

持続可能な観光に向けて、県民・事業者・旅行者の三者協働による、都

道府県では全国初の「沖縄サステナブルツーリズム宣言」を発出し、地域

の観光諸課題解決や地域経済の好循環等、「観光があることで、地域がさ
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らに豊かになる仕組み」を目指します。 

また、高付加価値な観光資源開発を支援し、ラグジュアリー層インバウ

ンドを取り込むとともに、小規模離島周遊のクルーズなど、多彩で質の高

い観光を推進します。 

受入体制の強化を図るため、観光人材の育成・確保、観光地間を結ぶバ

スへの支援、観光２次交通結節点の実証事業、災害時等における観光危機

対策などに取り組みます。 

宿泊税については令和８年度中の導入を見据え、新たな基金の設置や宿

泊事業者システム改修支援、制度の周知広報に取り組むとともに、引き続

き、活用事業の検討、事業効果検証等に係る体制構築に向けて取り組みま

す。 

過去の国際大会の開催で得たノウハウやレガシーを活用したセーリング

の「2026 テーザー級世界選手権国頭大会」等の開催支援や、沖縄らしいス

ポーツコンベンションの推進に取り組むとともに、Ｊリーグ規格スタジア

ムの整備については、入札公告に向けた手続きを進め、令和 13 年度の供用

開始を目指します。 

大型ＭＩＣＥ施設整備については、再公告に向けた手続きを進めるとと

もに、マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成に取り組みます。 

令和 16 年開催の国民スポーツ大会・全国パラスポーツ大会に向け、会場

地市町村の選定、県有競技施設の整備、競技力向上等に向けた取組を進め

ます。 

ラーケーション制度については、令和７年度からの県立学校での試行導

入を踏まえ、全県的な展開も見据えて取り組みます。 

 

農林水産業の振興について申し上げます。 

本県の特性を最大限に生かした持続可能な農林水産業の実現に向け、多
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様なニーズや気候変動に対応した新品目・品種、生産技術等の開発・普及、

おきなわブランドの確立、さとうきびの生産性向上、輸送コスト低減や販

路拡大・高付加価値化等による域外所得獲得に取り組みます。 

また、セグロウリミバエの早期終息に向けた取組など特殊病害虫等対策

を強化するとともに、担い手対策や家畜伝染病対策の強化、スマート農林

水産技術の開発と普及、地産地消の推進、農山漁村地域での各種ツーリズ

ム支援、基盤整備・強靱化対策等を推進し、生産性・収益性向上に取り組

みます。 

畜産業については、生産基盤強化や獣医師確保、飼料自給率向上等によ

る経営安定化などに取り組みます。 

林業については、自然環境に配慮した森林施業、県産きのこ類の生産・

消費の拡大、担い手の育成・確保など、持続可能な林業の推進に取り組み

ます。 

水産業については、資源管理型漁業や陸上養殖を含めた沖縄型のつくり

育てる漁業を推進します。 

また、引き続き、日台漁業取決め及び日中漁業協定の見直しを求めると

ともに、地域外交の一環としてパラオ共和国等との水産技術交流等を着実

に進めます。 

 

働きやすい環境づくりと多様な人材の活躍促進について申し上げます。 

ワーク・ライフ・バランスの促進など、働きやすい環境づくりに取り組

むとともに、県内企業の稼ぐ力の強化とあわせ、積極的な人材投資を促進

します。そのため、所得向上につながる正規雇用化支援や奨学金返還支援

に取り組むほか、人材育成企業認証制度や所得向上応援企業認証制度の普

及拡大を図ります。 

人材育成については、職業能力開発校などにおいて地域産業を支える人
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材を育成するとともに、企業が行う社員研修などリスキリングの取組を支

援します。 

また、「人手不足対策アクションプラン」に基づき、若年者、女性、高

齢者、障害者など多様な人材の活躍促進に加え、ＵＩＪターン及び外国人

等の新たな人材の確保に取り組むとともに、関係機関と連携し、就労支援

のネットワーク強化を図ります。 

教育分野においては、創造性・国際性に富む人材を育成するため、外国

語・国際理解教育、情報・科学技術・理数教育の推進に取り組みます。 

 

自立的発展の実現に向けた基盤整備について申し上げます。 

「沖縄県ＤＸ推進計画」に基づき、県民サービスの利便性向上や業務効

率化に向けて、生成ＡＩ等の先端技術や外部の知見を活用し、生活、産業、

行政の全分野においてＤＸを推進します。併せて、職員のデジタルリテラ

シー向上やデジタル人材の育成に取り組みます。 

ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進を図るため、部局横断的なマトリックス組

織を総括する「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業推進室（仮称）」を新たに設置し、事

業担当課との共創・協働により、各事業を着実に進推します。 

交通施策の推進に当たっては、まちづくり、基地跡地利用、物流、運輸、

観光等の連携を強化する必要があり、交通施策に関する各種計画を一元的

に集約し、総合的な企画・調整を担うとともに、効果的なプロジェクト創

出や新たな組織体制の検討を行うため、新たに「交通戦略推進課（仮称）」

を設置します。 

また、過度な自家用車利用から公共交通利用への転換を図るため、沖縄

都市モノレール３両車両の追加導入及び新車両基地の整備に取り組むとと

もに、基幹バスシステムの導入及び利便性向上や交通結節点の整備促進を

図ります。 
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さらに、交通結節点や地域拠点を円滑に移動するための地域循環バス等

の検討や、学生、高齢者等の交通困難者を対象としてバス・モノレールの

利用を促進する実証事業の実施、交通事業者の運転手等の確保支援などに

取り組みます。 

主要渋滞箇所における渋滞ボトルネック対策を推進するとともに、引き

続き、国と連携してハシゴ道路ネットワークの構築に取り組みます。 

那覇港については、新港ふ頭地区の整備促進や浦添ふ頭地区の早期整備

に向け、沖縄県の持続可能な発展の推進力となるみなとづくりに取り組み

ます。 

中城湾港については、新港地区の港湾機能の強化・拡充、泡瀬地区のス

ポーツコンベンション拠点の形成などに向けた整備に取り組みます。 

また、防災面での機能も併せた電線共同溝により、無電柱化を推進する

とともに、街路樹等の適正管理及び官民連携を推進し、良好な沿道景観の

創出に取り組みます。 

特定利用空港・港湾に関しては、民生利用を主とするものであるため、

その整備や既存事業の促進は、費用対効果分析等を行った上で、空港・港

湾整備事業の既存制度で実施するものであることから、既に指定された他

道県の整備の状況等を注視し、適切に対応します。 

県土の均衡ある持続可能な発展に向けた「沖縄県東海岸サンライズベル

ト構想」については、関係市町村等との意見交換を踏まえ、新・基本計画

の中間見直しに反映するなど、本島東海岸地域の特性や豊かな歴史・文化

資源、自然環境などの強みを最大限に生かした各種取組を推進します。 

 

第２は、「平和分野」に関して―誇りある豊かさの視点―であります。 

まず、米軍基地から派生する諸問題の解決と駐留軍用地の跡地利用につ

いて申し上げます。 
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国土面積の約 0.6 パーセントに過ぎない本県に在日米軍専用施設面積の

約 70.3 パーセントが集中するなど、沖縄県民は過重な基地負担を強いら

れ続けています。 

普天間飛行場、嘉手納飛行場やその他の訓練場の周辺住民は、即応訓練

などの通常とは異なる訓練を含めた昼夜を問わない訓練等により、騒音な

どに苦しめられ続けており、周辺における監視測定等を実施するとともに、

日米両政府に対して騒音の軽減を強く求めてまいります。 

また、米軍基地周辺の河川や湧水等から高濃度のＰＦＯＳ等が検出され

ており、米軍基地が主な汚染源である蓋然性が高いことから、引き続き、

情報の提供、基地内への立入調査、国及び米軍による原因究明調査と対策

の実施のほか、環境保全に関する国内法の適用、環境条項の新設など日米

地位協定の抜本的な見直しを求めてまいります。沖縄のＰＦＯＳ等問題の

深刻さと対策の必要性については、国連特別報告者により、国連総会にお

いて国際社会に訴えられているところです。 

また、米軍人等による刑法犯について、令和７年の検挙件数は過去 20 年

で最多となった令和６年を上回り、特に令和５年 12 月以降、米軍人による

女性への性的暴行事件が次々に発覚し、県民に大きな不安を与えています。 

このような凶悪な犯罪が跡を絶たない背景には、日米地位協定によって

守られているとの認識が米軍人等の根底にあると言わざるを得ないと考え

ております。米国側に裁量を委ねる形となる運用改善では不十分であり、

同協定の抜本的な見直しが不可欠です。 

県としては、県民の目に見える形で基地負担の軽減がなされるよう、引

き続き、軍転協や全国知事会、渉外知事会等とも連携し、あらゆる機会を

通じ、政府に対し強く求めてまいります。 

在沖米海兵隊のグアム移転については、具体的な移転スケジュール等が

示されていないことから、引き続き政府に対し、明確な移転計画の説明及
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び一日も早い移転の完了を求めてまいります。 

普天間飛行場については、引き続き、普天間飛行場負担軽減推進会議等

において、同飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去、

県外、国外移設及び早期閉鎖・返還を日米両政府に求めてまいります。 

一方、政府が唯一の解決策とする普天間飛行場の辺野古移設について、

これに反対する県民の民意が、過去３回の知事選挙や県民投票において圧

倒的多数で明確に繰り返し示されたことは、極めて重いものであります。 

さらに、軟弱地盤の存在が判明し、令和６年１月を起点として提供手続

の完了までに約 12 年を要するとされていますが、工事の進捗等を踏まえ

ると、更なる工期の延伸も懸念されており、全体の見通しが立たないにも

かかわらず、政府は、昨年 11 月 28 日、生物多様性が極めて高く貴重な自

然環境を有する大浦湾側の新たな区域への土砂の投入を開始するなど、県

民の民意を一顧だにせず工事を強行しています。 

辺野古移設では、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながら

ないと考えており、引き続き、政府に対し対話により解決策を求める民主

主義の姿勢を粘り強く訴えるとともに、トークキャラバン等を通じ、辺野

古新基地建設に反対する県民世論及びそれを踏まえた私の考えを広く国内

外に伝え、問題解決に向けた国民的議論を喚起し、理解と協力を促してま

いります。 

また、法定受託事務について、地方公共団体が自ら責任を持って行った

処分を国が裁決で取り消す「裁定的関与」を認めている現行の法制度は公

平・公正なものとは言えず、憲法に定める地方自治の本旨をも形骸化させ

る重大な問題を生じさせていることから、全国知事会と連携し、地方自治

法等の改正による「裁定的関与」の見直しを国に対して強く求めてまいり

ます。 

沖縄の基地問題の解決を図るためには、日本政府のみならず、一方の当
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事者である米国政府に対しても沖縄県自らが直接訴えることが重要である

と考えております。 

これまでも、訪米活動やワシントン駐在の活動等を通じて、普天間飛行

場の現状と辺野古新基地建設の技術的課題をはじめ、米軍基地周辺のＰＦ

ＯＳ等の問題、米軍人軍属による事件・事故の発生状況などを説明してき

たところであり、昨年の米国連邦議会において、沖縄における軍人による

犯罪防止策等についての勧告がなされるなど、議論に影響を与えたことは

大きな成果であると考えております。 

今後も、私が適切な時期に訪米し、連邦議会関係者や米国政府関係者、

有識者等のキーパーソンとの意見交換を通じて、基地問題の解決につなげ

てまいりたいと考えております。 

米国における職員の駐在については、基地問題に係る情報収集、情報発

信、ネットワークの維持、構築はもとより、観光等の情報発信や在米県人

会等との連携にも重要な役割を果たしてまいりました。今後、基地問題の

みならず経済・観光・文化、ウチナーネットワークの継承・発展、南米に

おける取組との連携等、幅広い分野での活動に向けて、高い透明性を前提

に新たな体制を構築してまいります。 

多様な発展可能性が潜在する返還予定地については、関係市町村等と連

携し、県土構造の再編につながる跡地利用に向けた取組を推進します。 

尖閣諸島を巡る問題については、中国海警船の接続水域における年間航

行日数が昨年、過去最多を記録するなど、我が国の領土・主権を侵害しか

ねない行為が頻繁に生じております。 

昨年 10 月の日中首脳会談においては、高市総理から尖閣諸島を巡る情

勢等について深刻な懸念を伝えるとともに、両国の「建設的かつ安定的な

関係」の構築という方向性が改めて確認されているところであり、県とし

ては、引き続き、日本政府に対し、冷静かつ平和的な外交・対話を通じて
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関係改善を図ること等を求めてまいります。 

 

地域外交の推進について申し上げます。 

令和８年度は、北東アジア地域自治体連合（ＮＥＡＲ）への正式加入を

見据え、関連する国際会議等の誘致など、より効果的な連携に取り組むと

ともに、中国福建省との友好県省、米国ハワイ州との姉妹提携や、韓国済

州特別自治道との友好協力都市協定、パラオ共和国とのＭＯＵなどに基づ

く相互交流、そして県の海外事務所の更なる活用によりアジア・太平洋地

域との連携を促進してまいります。 

さらに、市町村や民間団体等との協働により様々な分野における国際的

な取組を促進するとともに、ＪＩＣＡをはじめとする支援機関との連携に

より、太平洋島しょ国・地域への国際協力や南米等のウチナーネットワー

クを活用した取組を推進します。 

加えて、外務省や駐日外国公館と連携した取組を進めるとともに、国連

やＡＳＥＡＮなどの国際機関との関係構築を図ることにより、国際社会に

おける沖縄のプレゼンスを高め、国際機関や国際会議の誘致等につなげる

ことを目指します。 

併せて、沖縄県が主導する国際会議「万国津梁フォーラム」を開催し、

国内外から有識者を迎え、地域の安全保障や軍縮、海洋問題、災害支援、

そして環境や医療、人権問題等の人間の安全保障などに関する議論を通し

て、県民の理解と認識の向上を図り、沖縄が対話の場となるよう取り組み

ます。 

 

平和を希求する「沖縄のこころ」の発信と継承について申し上げます。 

戦後 90 年、100 年を見据えた長期的な視点に立ち、「恒久平和に貢献

する沖縄ビジョン（仮称）」について本年６月を目途に策定し、併せて、
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同ビジョンの実現に必要な財源として、新たな基金の設置に取り組むとと

もに、世界の恒久平和に貢献するため、「国際平和研究機構（仮称）」の

創設に向けた取組、戦争遺跡群の保存・活用、核軍縮及び核兵器廃絶の取

組を強力に推進してまいります。 

非核三原則について、世界で唯一の戦争被爆国である我が国は、引き続

き堅持するとともに、国際社会を主導する役割を果たすべきであると考え

ております。 

県としては、平成７年に「非核・平和沖縄県宣言」を行い、全ての核兵

器の製造・実験等に反対してきたところであり、令和８年中にはグローバ

ル・アライアンスに参加し、広島・長崎と連携しながら、その理念を国際

社会に訴えてまいります。 

また、沖縄戦の実相と教訓を正しく次世代に伝えていくため、平和学習

の充実、次世代へ語り継ぐ担い手の育成・確保等の取組を推進するととも

に、平和祈念資料館の展示更新に向けた取組を進めてまいります。 

さらに、第３２軍司令部壕については、戦争の不条理さ、残酷さ、平和

の尊さを次世代に伝える「物言わぬ語り部」として、その保存・公開に向

けた取組を着実に進めてまいります。 

 

ウチナーネットワークの継承・発展・強化、多文化共生社会の構築につ

いて申し上げます。 

国内外のウチナーンチュとの交流や人材育成の取組によりウチナーネッ

トワークを強化するとともに、「沖縄県南米駐在事務所（仮称）」の設置、

中南米沖縄県人会サミットの開催、ブラジル沖縄県人会創立 100 周年及び

沖縄県人ペルー移住 120 周年記念式典事業等の取組を通じて、令和９年度

に開催する「第８回世界のウチナーンチュ大会」の成功につなげます。 

また、多文化共生アクションプランの策定を進め、県民と在住外国人が
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共に住みやすい地域づくりや異文化・国際理解の相互促進等に取り組みま

す。 

 

心豊かで、安全・安心に暮らせる島づくりについて申し上げます。 

全ての県民の尊厳を等しく守り、互いに尊重し合う共生の社会を目指し、

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の普及啓発に努め、多様な性の

尊重や不当な差別のない社会の形成に関する施策を推進します。 

女性があらゆる分野で活躍できる社会づくりのため、女性のスキルアッ

プや、ジェンダー平等の意識啓発等の取組を推進するとともに、第７次男

女共同参画計画の策定に向け取り組みます。 

ＤＶや性暴力、国際的な家庭問題等、困難な問題を抱える女性に対して、

民間団体とも連携の上、切れ目のない支援を実施するなど、自立に向けた

取組を推進します。 

犯罪被害者等を支援するため、見舞金の支給や多機関ワンストップサー

ビスなどの各種施策の推進に取り組むとともに、消費者啓発・教育の推進、

市町村の消費生活相談体制の充実に取り組みます。 

多様化し、深刻さを増す特殊詐欺やサイバー空間の脅威等に対処し、社

会の変化に対応する警察基盤を構築するほか、交通事故のない沖縄県を目

指し、関係機関と協力して交通ルール・マナーの遵守及び飲酒運転根絶の

取組を推進します。 

また、ＤＶ・ストーカー・虐待事案の未然防止や水難事故防止対策など、

部門横断的な取組を推進するほか、「ちゅらさん運動」に基づく犯罪抑止

対策に取り組みます。 

加えて、水難事故防止に向けた取組としては、ＷＥＢやＳＮＳ、空港等

で海の危険性及び正しい知識の周知啓発を図るほか、引き続き、自然海岸

の巡回を強化します。 
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また、災害を未然に防止するための河川の浚渫や道路の予防保全に取り

組むとともに、迅速な応急対応ができるよう体制整備に取り組みます。 

防災対策については、過去の震災の教訓や、災害が激甚化、頻発化して

いる傾向も踏まえ、市町村、国及びその他防災関係機関と密に連携するな

ど、危機事象発生時及び災害時の体制強化を図ります。 

様々な危機事象に迅速かつ的確に対応し、県民の生命、身体及び財産の

保護並びに生活の安全の確保ができるよう、災害対策本部機能を備えた「防

災危機管理センター棟（仮称）」を整備するとともに、防災通信の根幹と

なる沖縄県総合行政情報通信ネットワークを次世代の通信基盤として更新

します。 

災害への即応体制を整えるため、防災行動計画（タイムライン）の検証

と改善を進めるほか、消防防災ヘリの導入に向け取り組みます。 

戦後 80 年以上経ても、今なお残る戦後処理問題については、不発弾処理

及び所有者不明土地問題の早期の抜本的解決に向け取り組むほか、戦没者

の遺骨収集については、戦没者遺骨収集情報センターを拠点として遺骨収

集の加速化を図るとともに、国と連携し、事業の推進を図ります。 

 

第３は「生活分野」に関して―沖縄らしい優しい社会の構築の視点―で

あります。 

まずは、子育て支援・福祉サービスの充実について申し上げます。 

「沖縄県こども・若者計画」の基本理念である、社会の一番の宝である

沖縄のこどもたちが、生き生きと暮らせる「誰一人取り残さないこどもま

んなか社会」の実現を目指すため、「沖縄県こども・若者施策推進基金（仮

称）」を設置し、こどもの貧困解消を含む、こども・子育て施策を全庁体

制で力強く推進してまいります。 

また、こども・若者の社会参画の促進や、こどもの意見形成支援等を行
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うアドボケイトの育成等による意見表明の機会充実に取り組むとともに、

こども基本法の理念に基づく「沖縄県こどもの権利条例（仮称）」を制定

し、こどもの権利が侵害された場合の救済機関の設置に向け取り組みます。 

家庭の経済状況によって、こどもたちの学びや体験に格差が生じないよ

う「沖縄こどもの未来県民会議」と連携して、児童養護施設退所者等への

給付型奨学金や、新たな体験メニューの創出、食品等の安定供給体制整備

に取り組むほか、学習支援を行う無料塾や、放課後児童クラブの設置促進

など、こどもの居場所づくりに取り組みます。 

こどもの最善の利益を念頭に、児童虐待防止に向けた取組を推進すると

ともに、児童相談業務のＩＣＴ化等更なる体制強化、ヤングケアラーの支

援に取り組むほか、里親支援センターとの連携による里親委託の推進と支

援の充実、社会的養護経験者の自立支援等に取り組みます。 

全てのこどもの健やかな育ちと子育てを支えるため、乳幼児期における

質の高い教育・保育の提供や、子育て世帯のニーズや地域の実情に応じた

多様な子育てサービスの提供に取り組むとともに、新たに若年ひとり親家

庭の生活・就労等を一体的に支援する拠点を設けるなど、ひとり親家庭等

に対する生活の安定と自立に向けた取組を推進します。 

若年妊産婦等に切れ目なく支援を行うための居場所の設置や、こども家

庭センターの設置促進のほか、関係機関と連携し、不登校、ひきこもり、

ニート、発達障害等社会生活を営む上での困難を有するこども・若者やそ

の家族等に対する多角的な支援に取り組みます。 

待機児童の解消に向けて、保育士等の処遇や負担軽減などの労働環境等

の改善に取り組むとともに、認可外保育施設を含めた幼児教育・保育の安

全確保と質の向上に取り組みます。 

多職種の専門家で構成される「こども・若者自殺危機対応チーム」を活

用し、学校など地域の支援機関への助言等に取り組み、自殺対策を強化し
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ます。 

また、非行防止活動や立ち直り支援により、少年の健全育成に取り組み

ます。 

地域住民の抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の支援体制では対

応が難しい狭間のニーズに対応するため、市町村と共に地域共生社会の実

現に向けた属性を問わない包括的な支援体制の構築支援に取り組みます。 

地域包括ケアシステムの深化を加速するため、新たに設置する「沖縄県

地域連携高齢者支援基金（仮称）」を活用し、多様な主体が連携・協働し

た高齢者へのサービス・活動の創出を促進するとともに、引き続き、認知

症施策、特別養護老人ホーム等の整備、人材確保や生産性向上の支援など

介護サービス等の充実に取り組みます。 

障害のある人が安心して暮らし地域社会に参画していくために、障害の

ある人に対する県民理解の促進や障害者スポーツ、芸術文化活動等を通じ

た自立と社会参加の促進、テクノロジーを活用した障害福祉サービスの質

の向上等に取り組みます。 

 

医療の充実・健康福祉社会の実現について申し上げます。 

医療の提供体制の充実・確保に向けては、地域で必要な医療ニーズ等を

踏まえ、地域医療連携体制の強化などに取り組むとともに、北部、離島地

域の医師確保及び医師の診療科偏在の解消、看護師等の確保と資質向上な

どに取り組みます。 

薬剤師確保については、奨学金返還助成等による県内就職を推進すると

ともに、県内国公立大学への薬学部設置の実現に向け取り組みます。 

北部地域については、公立沖縄北部医療センター整備工事及び開院準備

等に取り組み、離島地域については、琉球大学医学部地域枠医師及び代診

医派遣の強化、離島診療所への専門医巡回診療や遠隔医療の活用促進など
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による医療提供体制の確保、離島患者の経済的負担の軽減などに取り組み

ます。 

県立病院については、県民に必要とされる医療を継続して提供していく

ため、ＤＸ推進を含め、経営再建に向けた取組を着実に実施します。また、

県立中部病院の建替については、経営状況を勘案しつつ、将来構想に基づ

き、機能強化に向けた基本計画の策定に取り組みます。 

感染症対策については、将来の新興感染症等の発生に備え、医療機関等

との協定締結による医療提供体制の確保や「沖縄県業務継続計画（新型イ

ンフルエンザ等対策編）」に基づく取組を強化するとともに、普及啓発や

予防接種率の向上、結核まん延防止等のほか、ＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む性

感染症対策に係る計画の作成に取り組みます。 

働き盛り世代の健康状態の改善に向け、健康経営をより一層推進し、本

県の課題である高血圧対策に取り組むとともに、沖縄県口腔保健支援セン

ターの運営や特別支援学校でモデル的にむし歯予防に取り組む等、歯科口

腔保健対策の強化を図り、県民一人ひとりが健康的な生活習慣を実践でき

る環境整備に取り組みます。 

 

生活基盤及び生活環境の充実・強化について申し上げます。 

水道水の安定供給については、県及び市町村の老朽化した水道施設の更

新や耐震化を着実に推進するとともに、本島周辺離島８村の水道広域化や

災害時における応急給水体制の強化に取り組むほか、令和８年度において

も県民負担の軽減を図るため、水道料金の減免に取り組みます。 

また、持続可能な下水道サービスの提供に向けて、引き続き、施設の老

朽化・耐震化対策、浸水対策、汚泥等の活用、広域化・共同化及び公民連

携を推進します。 

県営住宅の計画的な建替え等の推進、高齢者・子育て世帯など住宅確保
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要配慮者の居住の安定確保等に取り組みます。 

災害時の避難場所、緑と触れあう憩いの場、レクリエーション活動の場

としての都市公園整備を推進します。 

 

離島・過疎地域の持続可能な地域づくりについて申し上げます。 

離島地域においては、持続可能な地域社会を実現するため、離島住民の

交通コストの負担軽減や不足する離島航路の船員確保のほか、防災体制の

強化、医療体制の充実・確保、給油所等の維持存続、住民の買物環境改善、

住宅整備コストの負担軽減等、定住条件の整備に取り組みます。 

また、離島の資源と魅力を生かした産業振興を図るため、離島特産品の

販路拡大、離島訪問の促進、拠点整備によるテレワーク業務の高付加価値

化等に取り組みます。 

さらに、離島・過疎地域の活性化を図るため、児童の離島体験交流等に

よる関係人口の創出・拡大に取り組むとともに、人口の維持・増加を図る

ため、移住・定住の促進に取り組むほか、移住者・若者向け住宅確保へ向

けて空き家活用に取り組む町村を支援します。 

加えて、公共交通等の維持・確保に向け、自動運転技術の社会実装に取

り組むほか、給油所が少ないなどの離島・過疎地域の課題解決及び運輸部

門の二酸化炭素排出量削減に向けて、電動車への転換促進に取り組みます。 

離島町村等における持続可能な行政サービスの提供体制の構築に向けて

は、事務の見直しに関する支援に取り組むとともに、離島町村役場の事務

の一部を本島内で共同処理する「離島町村総合事務センター（仮称）」の

県・離島町村での共同設置や新たな人材確保策など、具体的な対応方策に

取り組みます。 

離島航空路の確保と維持に向け、空港施設の計画的な更新整備と機能向

上に取り組むほか、離島港湾の機能の強化と拡充に向け、海上交通の安全
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性・安定性の確保や利便性の向上などに取り組みます。 

伊平屋空港については、整備に向けた課題解決に取り組んでまいります。 

また、空港、港湾等の交通拠点を相互に連結させ、防災・減災・国土強

靭化に資する道路整備に取り組みます。 

 

世界に誇る自然環境・生物多様性の保全・継承について申し上げます。 

環境分野においては、世界自然遺産地域の保全と利用の両立を図るため

の適正管理を推進し、沖縄の豊かな自然の恵みを継承する、持続可能な循

環共生社会の実現を目指します。 

本県の自然環境の保全・継承を図るため、希少野生動植物の保護対策や

外来種対策の推進、赤土等流出防止に係る総合対策の更なる推進等に取り

組むとともに、動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、人と動物が共

生する社会の実現のための取組を充実・強化します。 

また、北部地域の水源かん養機能の維持や環境保全、地域振興などやん

ばるの森・いのちの水を守る取組を推進します。 

脱炭素島しょ社会の実現に向けて、国の 2050 年カーボンニュートラル

やグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）と連動し、電動車導入に係

る補助に加え、中小企業の脱炭素化に向けた支援制度の構築に取り組むと

ともに、循環型社会の構築に向けて、廃棄物の３Ｒや適正処理等の推進に

取り組みます。また、クリーンエネルギーの導入促進に向けて、太陽光発

電等の適切な導入拡大、水素・アンモニア等の新エネルギー利活用の実証

に加え、ＧＸを促進するための普及啓発や、再エネを活用し産業競争力を

強化するモデルの構築に取り組みます。 

また、食品ロスの削減に向け、沖縄県食品ロス削減推進計画の中間見直

しに取り組むとともに、各業界団体等と連携を図りながら広報・啓発等に

取り組みます。 
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沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展について申し上げます。 

文化と伝統については、琉球王朝時代より培われてきた伝統文化の継承

・発展のため、令和７年に設置した「沖縄県文化芸術振興基金」を活用し、

文化芸術の振興を図りつつ、伝統芸能、伝統的な行事及び食文化など沖縄

の伝統的な文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けて取り組むとともに、

琉球歴史文化の日を中心に、沖縄の歴史と文化への理解を深め、多様で豊

かな沖縄文化を守り、育むための取組を推進します。 

また、首里城に象徴される歴史、文化を継承していくため、伝統的な建

築等の技術に係る人材育成や安全性の高い公園管理体制の構築のほか、首

里杜地区の歴史まちづくりの推進や地域の文化資源の整備に向けた調査に

引き続き取り組みます。 

令和８年度は「しまくとぅばの日に関する条例」の制定から 20 周年を迎

えることから、しまくとぅばへの県民の理解と参画を広げる、20 周年記念

事業を展開するなど、しまくとぅばの保存・普及・継承を一層促進します。 

沖縄空手の保存・継承・発展のため、第３回沖縄空手世界大会を少年少

女世界大会と統合して開催するほか、開館 10 周年を迎える沖縄空手会館

を拠点とした「空手発祥の地・沖縄」の発信、指導者・後継者の育成、空

手愛好家や観光客の受入体制強化等に取り組みます。 

沖縄の貴重な文化財の保存活用を図るため、修復・復元や伝承者の養成、

指定に向けた調査を推進します。 

 

教育振興について申し上げます。 

確かな学力を身に付ける学校教育の充実に向け、主体的・対話的で深い

学びと教育ＤＸの推進を通した学力向上、教員の指導力向上、遠隔教育の

推進に取り組みます。 
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また、学校における体力向上、食育及び安全教育の充実、総合的な学習

の時間等における地域の歴史や平和に関する学習に取り組むとともに、誰

一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等を推進する

など、児童生徒が毎日通いたくなる魅力ある学校づくりを推進します。ま

た、フリースクール等に通う児童生徒等に係る実態の把握に取り組みます。 

児童生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、個々の能力を伸ばす

教育やキャリア教育の推進に取り組むほか、インクルーシブ教育を推進し、

障害のある生徒等の自立と社会参加を見据えた特別支援教育の充実を図り

ます。 

安心して学べる教育環境の整備については、中部地区における新たな特

別支援学校の開校に向けて取り組むとともに、安全・安心な学校施設の整

備を推進します。 

教職員が心身共に健康で本来の職務に専念し、働きやすさと働きがいを

実感できる環境整備に向け、働き方改革及びメンタルヘルス対策を一体的

に推進するとともに、教員の確保に取り組みます。 

児童生徒等が、家庭の経済状況等に左右されることなく安心して教育を

受けられるよう、学校給食費無償化に向けた段階的な取組として、全ての

市町村及び私立学校等に対し、小学生の学校給食費を国の交付金を活用し

補助するとともに、引き続き、中学生の学校給食費の２分の１相当額を補

助し、保護者の経済的負担軽減に取り組みます。また、新たに「沖縄県部

活動大会参加支援基金（仮称）」を設置し、中高生の部活動等への派遣費

補助の拡充に取り組みます。さらに、中高生のバス通学費等の支援拡充、

高校未設置離島出身生徒の居住費等の支援、就学援助及び給付型奨学金の

実施、高等教育の修学支援に取り組みます。 

生涯学習環境の充実のため、関係機関等と連携・協働し、学習情報や機

会の提供に取り組みます。 
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 施策を推進する上での行政運営について申し上げます。 

多様な働き方と戦略的な人材確保を強力に推進するとともに、業務変動

へ機動的に対応するため、新たに「働き方改革・人材確保推進室（仮称）」

を設置するほか、本庁舎（行政棟）について、長寿命化、省エネ化、誰で

も利用しやすい庁舎づくり、執務環境の改善を目的とした、改修事業に取

り組むなど、職員が働きやすい職場環境の実現に取り組みます。 

また、公務の遂行に当たっては、「沖縄県内部統制に関する方針」に基

づき、職員一人ひとりが改めて法令遵守の意識を徹底し、高い透明性を確

保した適切な行政運営を一層強力に推進します。 
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Ⅲ 提出議案について 

  

次に、甲第１号議案から甲第 45 号議案までの予算議案について御説明

申し上げます。 

令和８年度予算の編成に当たっては、「重点テーマ」に沿った施策の推

進、多様な財源の積極的な活用による施策の推進、「沖縄県ＰＤＣＡ」等

の反映及び「新沖縄県行政運営プログラム」の推進を図ることで、社会経

済情勢の変化を的確に捉え、喫緊の課題に対応するとともに、若手職員を

はじめとする職員の「自由」で「独創的」な発想を施策に反映させつつ、

一つひとつの施策・事業の効率性や実効性の向上、スクラップ・アンド・

ビルドの更なる徹底を図ることで限られた財源を重点的に配分するとの基

本的な考え方により、予算を編成しました。 

 

その結果、令和８年度当初予算は、 

一般会計において、9,467 億 8,000 万円、 

特別会計において、2,505 億 764 万 1 千円、 

企業会計において、1,624 億 8,115 万 8 千円 

の規模となっております。 

 

令和７年度補正予算につきましては、甲第 25 号議案「令和７年度沖縄県

一般会計補正予算（第８号）」から甲第 28 号議案「令和７年度沖縄県中城

湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）」までの議案において、

国の補正予算関連事業等を実施するために、緊急に予算計上が必要な事業

として、一般会計において 143 億 7,829 万５千円を計上しているほか、３

特別会計において所要の補正予算額を計上しております。 
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また、甲第 29 号議案「令和７年度沖縄県一般会計補正予算（第９号）」

から甲第 45 号議案「令和７年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）」

までの議案において、事業の執行状況に応じた所要の補正を行うこととし

ており、一般会計において 240 億 9,338 万６千円を計上しているほか、15

特別会計及び病院事業会計において所要の補正予算額を計上しておりま

す。 

これらの補正予算につきましては先議案件として御審議を賜りますよう

お願い申し上げます。 

そのうち甲第 25 号議案から甲第 28 号議案までにつきましては、早期執

行の観点から、議会冒頭での先議案件として御審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

なお、令和８年度の政府本予算の成立が遅れることが想定されています

が、県としましては、国の動向を注視しつつ、県民生活や経済活動への影

響を最小限にとどめるよう関係機関と調整の上、万全の準備を整えてまい

ります。 

 

次に、乙第１号議案から乙第 50 号議案までの乙号議案につきましては、

条例議案が「沖縄県地域連携高齢者支援基金条例」など 28 件、議決議案が

「工事請負契約について」など 20 件、同意議案が「副知事の選任につい

て」の１件、承認議案が「専決処分の承認について」の１件を提案してお

ります。 

乙第 24 号議案「沖縄県公立高等学校教育改革推進基金条例」など９件に

つきましては先議案件として御審議を賜りますようお願い申し上げます。

そのうち、乙第 24 号議案など５件につきましては、議会冒頭での先議案件

として御審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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以上をもちまして、今回提案いたしました議案の説明といたします。 

慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 

ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。イッペーニフェーデービル。 

タンディガー、タンディ。 

シカイトゥ、ミーファイユー。 

フガラッサー。 


